
　固定資産税・都市計画税（第1期分）、軽自動車税（種別割）、自動
車税（種別割）の納期限は5月31日です。

　4月1日時点で65歳以上の人は、公的年金等所得にかかる市県民
税を、原則として特別徴収（公的年金からの引き去り）により納め
ていただきます。
　ただし、適用初年度は、税額の半分を1期（6月）・2期（8月）に普
通徴収（納付書や口座振替）、残りの半分を10・12月、来年2月に
特別徴収により納めていただきます。

　公的年金収入400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の
人は、所得税の確定申告の義務はありません。
　ただし、市県民税について、年金引き去り分以外の社会保険料控
除、医療費控除や生命保険料控除などを受ける場合は申告すること
ができます。なお、公的年金以外の所得がある場合は、市県民税の
申告をしてください。

税目 発送日 問合せ
①固定資産税・都市計画税 5月10日 資産税課（0798・35・3269）
②軽自動車税（種別割） 4月28日 税務管理課（0798・35・3209）
③自動車税（種別割） 5月  2日 西宮県税事務所（0798・39・6113）
※コンビニエンスストアでも納税できます。取扱店舗は納税通知書で確認を

固定資産税・都市計画税など

公的年金収入400万円以下で
確定申告も市県民税申告もしていない人へ

年金所得者で65歳の人へ

納期限は5月31日

（4月1日時点）税に関するお知らせ

【問合せ】市民税課（0798・35・3202）

【問合せ】市民税課（0798・35・3217）

◆納税通知書の発送日

ＨＰ 46579387

新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な人は、
下記へご相談ください
①②…納税課（0798・35・3238）
③……西宮県税事務所（0798・39・1531）

◆60歳以上の人へは、5月25日から順次接種券を発送予定
◆接種開始日や基礎疾患のある人等への接種券発送方法など
　詳細は決まり次第、本紙5月25日号等でお知らせします

３回目接種
市HP市HP

ウクライナ情勢を受けた物価高騰による

困窮子育て世帯への給付金について
国は、ウクライナ情勢を受けた物価高騰などで生活に困る子育て世帯を対象に、給付金を支給す
る方向で調整に入りました。詳細については、決まり次第お知らせします

受付
時間 

西宮市新型コロナワクチン接種コールセンター
☎0120・622・999 FAX  0798・32・1030

9:00～17:30
(土・日曜、祝・休日も受付）

☎0798・26・2240 FAX  0798・33・1174
受付
時間 

9:00～19:00
（土・日曜、祝・休日は17:00まで）

新型コロナウイルス医療相談窓口新型コロナウイルス感染症関連情報
(4月28日時点)

新型コロナワクチン接種関連情報
(4月28日時点)

定期的な室内換気、適切なマスク着用・こまめな
手洗いなど基本的な感染防止策の徹底を

発熱・咳など体調が悪い場合は外出を控える

飲食は短時間(2時間程度以内)、少人数で

引き続き感染対策を徹底しましょう！
　1日当たりの新規感染者数は、引き続き高止まりの傾向にあります。
ゴールデンウイークも明け、感染の再拡大も懸念されます。これ以上感
染を拡大させないため、引き続き、一人ひとりの感染防止策の徹底をお
願いします。

お
知
ら
せ

　市内施設等で利用者の陽性が判明した場合に、同日同じ場所にいた人へ注意喚起を
通知する同システムは、第6波の感染者急増を受け、ショートメッセージ（SMS）を活
用するなど感染者への対応を変更した事に伴い、運用を終了します。

同システムの運用にご理解・ご協力
いただきありがとうございました

LINEコロナお知らせシステム ５月末に運用を終了します

厚生労働省から、4回目接種の方針が示されました
3回目の接種日から5カ月以上経過している以下の人
▶60歳以上▶18歳以上で基礎疾患がある人・その他
重症化リスクが高いと医師が認める人

ファイザー社製、武田/モデルナ社製

４ 回目接種 重症化予防を目的に実施

使用ワクチン

対象者 上記の目安期間に届かない場合は、市のホームページから発行申請、
またはコールセンターへご連絡を

接種券は2回目接種から6カ月経過する日の2週間前まで
にお届けします

体質や持病などの理由で、ワクチンを接種しない(できない)人も
います。接種の強制や差別、不利益な取り扱いを行うことのない
よう、ご理解とご協力をお願いします

ワクチン接種は強制ではありません
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各事業者・イベント主催者の皆さんへ


